
事 務 連 絡

令 和 7年 10月 24日

各   位

熊本労働局労働基準部健康安全課長

(契 印 省 略)

熊本労働局第14次防自主点検の実施に係る協力依頼について

日頃から労働安全衛生行政の推進について、ご理解、ご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。

さて、今年度も熊本労働局第 14次労働災害防止推進計画 (期間 :令和 5年度
から令和 9年度まで)に係るアウトプット指標の達成状況を把握させていただ
くため、熊本県内の事業場に対して取組状況確認のための自主点検を WEBによ
り実施することと致しました。

本自主点検は、各事業場へお送りしました別添のはがきに記載されている二

次元コード又は熊本労働局ホームページに掲載している「熊本労働局第 14次防

自主点検」にアクセスしていただき令和 7年 H月 30日 (日 )までにご回答いた
だくようお願いしております。

つきましては、本自主点検の趣旨に御理解をいただくとともに、会員事業場そ

の他関係者へ周知いただきますよう、:お願い申し上げます。

担 当
労働基準部健康安全課

安全専門官 近藤



熊本労働局第 14次労働災害防止推進計画 (概要)
(期間 :2023年度から2027年度の5か年計画)

【計画の目標】

労働局、災害防止団体、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被

災者も出さないという基本理念の実現に向け、以下の各指標を定め、計画期間内

に達成することを目指す。

なお、第 13次労働災害防止推進計画までとの変更点としては、計画の目標につ

いて、日標値のみを定めて取組んでいましたが、第 14次労働災害防止推進計画で

は、 「アウトプット指標」と「アウトカム指標」を定めて取組むものとなつてお

り、具体的には以下のとおり。

1.ア ウトプット指標
本推進計画においては、労働者の協力の下、事業者において実施すべき次の事項

をアウトプット指標として定め、労働局は、その達成を目指し、当該指標を用いて

本推進計画の進捗状況の把握を行 う。

(1)労働者の作業行動に起因する労働災害防止姑策の推進
・転倒災害対策 (ハー ド・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を
2027年までに 50%以上とする。
・卸売業 e小売業及び医療・福社の事業場における正社員以外の労働者への安全

衛生教育の実施率を 2027年までに 80%以上とする。
・介護・看護作業において、ノーリフ トケアを導入 している事業場の割合を

2023年 と比較して 2027年までに増加させるb
(2)高年齢労働者の労働災害防止対策め推進
。「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ ドライン」 (令和 2年 3月 16日
付け基安発 0316第 1号。賂称 「エイジフレン ドリーガイ ドライン」)に基づ
く高年齢労働者の安全衛生確保の取組 (安全衛生管理体制の確立、職場環境の

改善等)を実施する事業場の割合を 2027年までに 50%以上とすると
(3)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい

方法で労働災害防止の教育を行つている事業場の割合を 2027年までに 50%以
上とする。          :

(4)業種別の労働災害防止姑策の推進
・ 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ ドライン」 (平成 25年
3月 25日 付け基発 0325第 1号。μ各称 「荷役作業における安全ガイ ドライ
ン」)に基づく措置を実施する陸上貨物運送事業等の事業場 (荷主となる事業
場を含む。)の害1合を 2027年までに 45%以上とする。|

・墜落 。転落災害の防止に関するリスクアセスメン トに取り組む建設業の事業場

の割合を 2027年までに 85%以上とする。
・ 「はさまれ 。巻き込まれ」及び「激突され」災害防止に関するジスクアセスメ

ントに取り組む土木工事業の事業場の割合を 85%以上とする。



。「切れ iこすれ災害」及び 「転倒災害」防止対策に取り組む建築工事業の事業

場の割合を 2027年までに 85%以上とする。
・機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合

を 2027年までに 60%以上とする。
。「切れ 。こすれ災害」及び 「転倒災害」防止対策に取り組む食料品製造業の事

業場の割合を 2027年までに 60%以上とする。
。「チェィンソーによる伐木等作業の安全に関するガイ ドライン」 (平成 27年
′ 12月 7日付け基発 1207号第 3号。略称 「伐木等作業の安全ガイ ドライン」)
に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を 2927年までに 5o%以上とす
る。
・作業開始前の朝礼において、チェックリス トに基づいて作業者の資格の確認を

行 う林業の事業場の割合を 2027年までに 80%以上とする。
(5)労働者の健康確保対策の推進
・年次有給休暇の取得率を 2025年までに 70%以上とする。
・勤務間インタエバル制度を導入している企業の割合を 2025年までに 15%以上
とする。
・メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を 2027年までに 80%以上とす i

る。
・50人以上の事業場におけるス トレスチェックの集団分析実施の割合を 2027年

までに 90%以上とする。
・労働者数 50人未満の小規模事業場におけるス トレスチェック実施の割合を
2027年までに 50%以上とする。
。必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027年までに 80%以
上とする。
・労働安全衛生法 (以下「法」という。)第 57条及び第 57条の 2に基づくラベ

ル表示・安全データシー ト (以下 「SDS」 という。)の交付の義務対象とな
っていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベル

表示 。SDSの 交付を行つている事業場の割合を 2025年までにそれぞれ 80%
以上とする。
・法第 57条の 3に基づくリスクアセスメン トの実施の義務対象となつていない

が、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメン

フ トを行っている事業場の割合を 2025年までに 80%以上とするとともに、リス
クアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必

要な措置を実施している事業場の割合を 2027年までに 80%以上とする。
・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握 している事業場の割合を 2028年 と比

較して 2027年までに増加させる。
2.ア ウトカム指標
事業者がアウトプント指標を達成した結果として期待される事項をアウトカム指

標として定め、本推進計画に定める実施事項の効果検証を行 うための指標 として取

り扱 う。



なお、アウトカム指標に掲げる数値は、本推進計画策定時において一定の仮定、

推定又は期待の下、試算により算出した目安であり、計画期間中は、従来のように

単にその数値比較をして、その達成状況のみを評価するのではなく、当該仮定、推

定及び期待が正しいかも含めアウトプット指標として掲げる事業者の取組がアウト

カムにつながつているかどうかを検証する。               1
(1)労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
・増加が見込まれる転倒の年齢層別死傷午千人率を 2027年までに男女ともその増
加に歯止めをかける。
・転倒による平均休業見込 日数を 2027年までに 40日 以下とする。
・増加が見込まれる社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を 2022年 と比較し
て 2027年までに減少 させる。
(2)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・増加が見込まれる 60歳代以上の死傷年千人率を 2022年 と比較して 2027年まで
に男女ともその増加に歯止めをかける。
・50歳代以上の労イ動者の新型コロナウイルス感染症を除く災害発生件数を 2022年
と比較して 2027年までにその増加に歯止めをかける。

(3)多様な働き方公の対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・外国人労働者の死傷年千人率を 2027年までに労働者全体の平均以下とする。

(4)業種別の労働災害防止対策の推進
・陸上貨物運送事業における死傷者数を 2022年 と比較して 2027年までに 5%以上
減少させる。
・建設業における死亡者数を 2022年 と比較して 2027年までに 15%以上減少させ
る。
・建設業における死傷者数を 2022年 と比較して 2027年までに 5%以上減少させ
る。
・製造業における機械による「はさまれ 。巻き込まれ」の死傷者数を 2022年 と比

較して 2027年までに 5%以上減少させる。
・食料品製造業の死傷者数を 2022年 と比較して 2027年までに 5%以上減少させ
る。
・林業の死亡者数を 13次防期間中の 5年間と比較して 14次防期間中に 15%以上
減少させる。

(5)労働者の健康確保対策の推進
・週労働時間 40時間以上である雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇用者の

割合を 2025年までに 5%以下とする。
・ 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安(悩み、ス トレスがあるとする労
働者の割合を 2027年までに 50%未満 とする。
・化学物質の性状に関連の強い死傷災害 (有害物等との接触ヾ爆発、火災によるも

の)の件数を 13次防期間中の 5年間と比較して、14次防期間中に 5%以上減少
させる。
・第 14次防期間中の 5年間に熱中症による死亡者をメ元(生 させないこと及び不休災
害を含む死傷災害の増力日率※を 13次防期間と比較して減少させる。



【計画の評価と見直し】

計画に基づく取組が着実に実施されるよう、毎年、計画の実施状況の確認及び評価

を行い、必要に応じて計画を見直す。

※なお、計画の実施状況の確認のため、計画期間中に毎年、同じ内容のアンケート

を実施させていただくことがありますので、その都度ご回答いただきますようお

願いいたします。

【計画の重点事項】

安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性を踏まえ、以下の項目を重点事項とし、重

点事項ごとに具体的な取組を推進する。
1.自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
2.労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
3。 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

4.多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
5,個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
6。 業種別の労働災害防止対策の推進

7.労働者の健康確保対策の推進 (化学物質対策を含む。)


